
➣労働組合が果たす役割は、労働条件・職場環境の改善は
もちろん、企業経営にも大きなメリットを与えます。

労働組合を結成すると…
➣職場の生の声が収集でき、職場の風通しが良くなります。

➣さまざまな産業政策活動を通じて、企業・産業の発展を
めざします。

➣労働組合の教育活動を通じての人材育成につなげます。



働いていれば労働条件や賃金、仕事のやり方などについて「おかしいな」「もっとよくしたい
な」と思うことがあるはず。でも、一人ひとりがバラバラでは、なかなか具体的な改善には結び
つきません。働く仲間が集まって労働組合をつくれば、使用者と対等の立場で交渉する権利が保
障されます。労働組合としてまとまることで、交渉力が数段アップします。労働条件の改善や不
当な解雇の撤回など、労働者が安心して働くための「より有利な解決」が可能です。

労働組合が結成されると、会社との交
渉により労働諸条件や共済制度など、
制度面の向上と充実につなげることが
可能になります

一部には、労働組合を毛嫌いする経営者がいます。しかし、労
働組合は経営者にとってもメリットが多いのです。職場の生の
声を会社に伝えて、働きやすい職場づくりと企業の健全な発展
に努めるのが労働組合の役割です。決して企業活動を邪魔する
ものではありません。だから、安心して組合をつくりましょう。
組合をつくることは法律で認められた働く者の権利です。もし
も、経営者があなたの組合づくりを邪魔しようとしたら、それ
は「不当労働行為」という立派な法律違反。あきらめないで、
紙パ連合に相談してください。

組合員のメリット

○働きがいのある職場にするために、労
働諸条件や職場環境改善などの話し合
いの場を持ち、労使で検討する事がで
きます。

○職場への不平・不満・悩み事を組合に
相談できます。

○集会や機関紙などで、情報が提供され
ます。

○労使関係が安定します。

○従業員の意識や不満、意見・要求な

どの生の声が把握できるようになり

ます。

○組合の労働相談などを通じて個別労

使紛争などを未然に防ぐことができ

ます。

Ｗｉｎ-Ｗｉｎ 経営側のメリット

◆労働組合を結成するには

◆なぜ労働組合が必要なのか

◆労働組合が結成されると

◆経営側にもメリットがあります

○労働組合の結成は2人以上の働く人がいれば手続き的には難しいことはありません。

必要なのは「労働組合をつくろう」という強い信念と結束です。

○まず、労働組合結成準備委員会をつくり、一人でも多くの人が労働組合に加入するように働き

かけるとともに労働組合結成にむけた準備をします。

○小さな社員会を結成し、経営者の理解を求める中で、すべての仲間が参加する労働組合にス

テップアップしていくのもひとつの方法です。

○グループ会社に労働組合がある場合には、まずその労働組合に相談することが大切です。

適切なアドバイスに沿って労働組合結成を進めます。



◆労働組合結成までの流れ

①労働組合結成準備委員会の発足

◆なるべく多くの職域からでるように選定します。

②労働組合結成準備委員会の任務
１）組織拡大
◆労働組合結成の趣意書などをつくり、その趣旨を説明し多くの人が加入するように働きかけます。
その場合、グループ会社に労働組合がある場合は相談しながら進めましょう。

２）大会準備
◆組合規約草案を作成し加入者に配布します。規約草案策定にあたっては、グループ会社に労働組合
がある場合は、その組合規約や連合のモデル規約を参考に検討しましょう

◆運動方針や予算の原案を検討します。
これもグループ会社に労働組合がある場合は相談し検討しましょう。

◆役員候補の選出をします。
◆大会内容・日時・場所を決めます。

３）執行部体制の確立
組織体制を確立します。任務分担や連絡体制などはっきりさせ、十分な意思統一をはかります。

第１ステップ

③結成大会を開催します
◆全員参加を目標になるべく多くの人に参加してもらうように働きかけます。
◆大会次第にしたがって準備を進めます。
◆加盟届未記入者のために、受付で加盟手続きをします。
◆来賓・支援者の参加については十分に打ち合わせをします。
◆結成大会の議事録を作成します。

第２ステップ

④経営側への通知および交渉
◆労働組合結成通知の提出
◆要求提出
◆団体交渉

第３ステップ

労働組合を結成し運動を進めていくためには、労使が互いに信頼し尊重し
合える労使関係の構築が必要です。
そのような労使関係づくりを目指す方々に対し、紙パ連合では結成準備から、
運営に関わることまで全面的に支援していきます。
どのようなことでも気軽にご相談ください

◆お問い合わせ ０３－５８０９－０４８２（紙パ連合本部）



経営者は、労働組合をつくることや組合に加入した労働者に対して、解雇その他の不利益な取り扱い

をしてはいけないことになっています。また、正当な理由なしに組合との団体交渉を拒むこと、労働組

合の結成や運営に介入することなども法律で禁止されています。経営者がこのような行為をした場合、

労働者・労働組合は管轄の労働委員会に救済を申し立てることができます。

労働豆知識

不当労働行為

裁判の判例でしか確立していなかった「解雇ルール」が、初めて労基法に明示されました(2004年

1月より施行）。このルールでは「客観的で合理的な理由がなく、常識的に考えて疑問があるような解

雇は無効とする」と規定しています。このほかにも、判例で「整理解雇の4要件」が確立していて、経

営者が勝手に労働者をクビにできないよう歯止めがかけられています。

◆整理解雇の4要件

⇒ 整理解雇の必要性・解雇回避の努力・整理基準と人選の合理性・労働者との協議

解雇ルール

10人以上(パートなども含む)が働く事業場は、就業規則をつくって、労働基準監督署に届け出をし

なければなりません。また、作成・変更するときは、働く者の意見を聞くことが義務づけられています。

就業規則には、必ず「始・終業時刻」「賃金の決定方法」「退職（解雇の事由を含む）」などを記載す

ることになっています。なお、労働組合と経営側で決めた「労働協約」がある場合は、就業規則に優先

して「労働協約」が適用されます。

就業規則

各地域に地方本部を設けて、
地域に密着した活動の展開を
目指しています。紙パ連合本
部、最寄りの地方本部へ気軽
にご相談ください。

全国をつなぐ紙パ連合ネットワーク

紙パ連合本部　〒110-0008　東京都台東区池之端2-7-17
井門池之端ビル２階

　　Tel　03-5809-0482　　Fax　03-5809-0483

北海道地本 ℡0144-32-0180 〒053-0027 北海道苫小牧市王子町1-1

東 北 地 本 ℡0178-29-2225 〒039-1197 青森県八戸市大字河原木青森谷地

東 海 地 本 ℡0545-57-3279 〒417-8520 静岡県富士市比奈798

北 陸 地 本 ℡0766-21-9323 〒933-8533 富山県高岡市米島282

関 西 地 本 ℡06-6488-2561*〒660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町1-4-1

中 国 地 本 ℡0823-74-3775 〒737-0133 広島県呉市広末広2-1-1

四 国 地 本 ℡088-852-1235*〒781-1103 高知県土佐市高岡町丙1963

九 州 地 本 ℡0942-83-4108 〒841-0611 佐賀県鳥栖市轟木町950-1

関東ブロック ℡03-3563-4475 〒104-0061 東京都中央区銀座4-7-5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                　　　王子ホールディングス本館４階

＊は会社電話番号 2020年10月現在

　　（王子マテリア労組呉支部内）

　　（伊野紙新労組内）

　　（レンゴー労組鳥栖支部内） 

　　（王子製紙新労組本社支部内） 

ご相談はこちらの本部・各地方本部(ブロック)連絡先へ

    （王子製紙新労組苫小牧支部内）

    （三菱製紙労組八戸支部内）

　　（日本製紙労組富士支部内）

　　（中越パルプ労組能町支部内） 

　　（レンゴー労組尼崎支部内）

関東ブロック

36単組・支部

3,704人

四国地方本部
17単組支部

2,257人

　33単組・支部

5,051人

中国地方本部
14単組支部

2,301人

　　　　　　　　2,418人

九州地方
本部

関西地方本部
34単組・支部

3,196人
13単組・

支部
1,586人

東海地方本部

北海道地方本部
24単組・支部

2,558人

東北地方本部
15単組・支部

2,762人

　　北陸地方本部

　　　24単組・支部
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